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上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及び 

スタンダード市場への選択申請並びに適合状況について 

 

  当社は、2021 年 11 月 25 日に、「新市場区分の上場維持の適合に向けた計画書」を、2023 年 6 月 8

日に「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」を提出し、その内容につき開

示しております。 

  今般、2023年 4月 1日施行の株式会社東京証券取引所の規則改正を踏まえ、改めて当社上場市場区

分について社内議論を重ねた結果、本日開催の取締役会においてスタンダード市場への選択申請を決

議するとともに、申請いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 当社のプライム市場の上場維持基準への適合状況及び計画期間 

  当社の 2023 年 3 月 31 日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、その推移

も含め、以下のとおりとなっており、「流通株式時価総額」については基準に適合しておりません。 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

（億円） 

流通株式 

比率 

（％） 

1 日平均 

売買代金 

（億円） 

当社の 

適合状況 

及び 

その推移 

2021 年 

6 月末 ※1 
8,488 118,438 91.7 63.2 0.5 

2022 年 

3 月末 ※2 
9,031 111,955 61.0 59.8 0.7 

2023 年 

3 月末 ※3 
10,970 112,009 65.7 59.8 0.4 

上場維持基準 800 20,000 100 35 0.2 

適合状況 適合 適合 不適合 適合 適合 

計画期間   
2026 年 

3 月末 
  

※1 2021 年 6 月末の適合状況につきましては、東京証券取引所が移行基準日（2021 年 6 月 30 日）で把握している当社の株式等

の分布状況をもとに算出を行っております。 



※2 2022 年 3 月末において、当社が試算した株式の分布状況をもとに算出を行っております。 

※3 株主数、流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率は、2023 年 5 月 26 日付で東京証券取引所から通知された「上場維

持基準（分布基準）への適合状況について」に基づいております。一日平均売買代金は、2023 年 1 月 11 日付で東京証券取

引所から通知された「上場維持基準（売買代金基準）への適合状況について」に基づいております。 

 

2. プライム市場の上場維持基準への適合に向けた取り組みの状況 

  当社はプライム市場の上場維持基準のうち、「流通株式時価総額」の基準に適合しておらず、2023

年 6月 8日に「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」に記載のとおり、

政策保有株式の削減による流通株式数の増加及び株価上昇を目指した IR・PR 活動の活性化等に取

り組んでまいりました｡その結果、2023年 6月以降の当社株価の終値の月間平均値及び月末流通株

式数の想定値は以下のとおりとなり、「流通株式時価総額」が 100億円を超える月もありましたが、

2023年 9月においては 100 億円を下回る見込となっております。 

 2023年 6月 2023年 7月 2023年 8月 2023年 9月※3 

株価終値の月間平均 899 円 924 円 788 円 848 円 

流通株式数（月末想定数） 112,009 単位※1 113,759 単位※2 113,759 単位 113,759 単位 

流通株式時価総額 100 億円 105 億円 89 億円 96 億円 

※1 2023 年 5 月 26 日付で東京証券取引所から通知された「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」に基づいており

ます。 

※2 2023年 7月に新たに売却された政策保有株式数を※1に追加し算出しております。 

※3 2023年 9月 27日時点で作成しております。 

 

3. スタンダード市場選択の理由 

  当社は、上記のとおり適合計画書に基づき、上場維持基準の適合に向けて取り組んでまいりまし

た。しかしながら流通株式時価総額については、外部環境等、当社の取り組みだけでは実現できな

い要素が含まれており、適合計画どおりに基準を達成できない可能性や長期的、安定的に基準達成

を継続できない可能性があります。こうした中、株式会社東京証券取引所の規則改正により、スタ

ンダード市場への上場の再選択の機会が得られたことから、当社は、上場廃止のリスクを排除し、

株主や投資家の皆さまが安心して当社株式を保有、新規購入、売却できる環境の確保が現時点にお

いて最重要であると判断し、スタンダード市場を選択することといたしました。 

 

4. スタンダード市場の上場維持基準への適合状況 

  当社の 2023 年 3 月 31 日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は以下の

とおりであり、当社は、スタンダード市場の上場維持基準のすべてに適合しております。   

 株主数 

（人） 

 

※1 

流通 

株式数 

（単位） 

※1 

流通株式 

時価総額 

（億円） 

※1 

流通株式 

比率 

（％） 

※1 

月平均 

売買高 

（単位） 

※2 

純資産 

の額 

（億円） 

※3 

当社の 

適合状況 

2023 年 

3 月末 ※1 
10,970 112,009 65.7 59.8 16,263 647.5 

上場維持基準 400 2,000 10 25.0 10 正 

※1 2023 年 5 月 26 日付で東京証券取引所から通知された「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」に基づいており

ます。 

※2 2022年 10月～2023年 3月の売買高合計を 6か月で除し月平均を当社が算出しております。 

※3 純資産の額については、2023年 3月末時点の純資産額を記載しております。 

 



  当社は、スタンダード市場への上場の選択申請時点で、同市場のすべての上場維持基準に適合し

ていることから、今後、上場維持基準の各項目の判定基準日時点において、同市場の上場維持基準

のいずれかに適合しない状況とならない場合、「スタンダード市場の上場維持基準への適合に向け

た計画」を開示いたしませんが、スタンダ－ド市場への移行後においても、引き続き、プライム市

場の上場維持基準への適合に向けた計画の内容を踏襲しつつ、高いガバナンス水準の維持や積極

的な情報開示に努め、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。 

 

5. スタンダード市場への移行日 

  スタンダード市場への移行予定日は、2023年 10月 20日となります。 

 

以 上 


